
「メデイカル・イノベーションの推進に関する政務会合J    I

日 時 :平成 22年 9月 10日 (金 )11:30～ 12:00

場 所 :文部科学省 3階 第 2特別会議室

議 題 :①本政務会合の要項及び新成長戦略実現会議との

関係

②平成23年度概算要求での関連項目

③今後の進め方

(配布資料)

資料 1:「メディカル・イノベーションの推進に関する政務会合」

要項 (案 )

資料 2E21世 紀の日本の復活に向けた21の国家戦略プロジェク ト

(新成長戦略におけるメディカル コイノベーションの位置づけ)

資料 3:平成 23年度概算要求での関連項目 (文部科学省)

資料 4:平成 23年度概算要求での関連項目 (厚生労働省)

資料 5:平成 23年度概算要求での関連項目 (経済産業省)

資料 6 今後の進め方 (論点メモ)



出 席 者 一 覧

鈴木  寛  文部科学副大臣

足立 信也  厚生労働大臣政務官

近藤 洋介  経済産業大臣政務官

(内 閣官房 )

立岡 恒良  内閣官房内閣審議官

大島 一博  内閣官房長官秘書官

岩下 圭二  内閣官房国家戦略室政策企画調整官

(文部科学省 )

前川 喜平  文部科学省大臣官房総括審議官

磯田 文雄  文部科学省高等教育局長

戸渡 速志  文部科学省大臣官房審議官 (研究振興局担当)

(厚生労働省 )

矢島 鉄也  厚生労働省大臣官房技術総括審議官

伊奈川秀和  厚生労働省参事官 (社 会保障担当)

(経済産業省 )

富田 健介  経済産業省大臣官房審議官 (商務情報政策局担当)

八山 幸司  経済産業省大臣官房企画官 (バ イオ新規事業担当 )
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メディカル・イノベーション政務会合(第 1回 )

〔平成22年9月 10日 (金)11:30～ 12:00〕

座  席  表

場所 :文部科学省3階「第2特別会議室」
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「メディカル ロイノベーシヨンの推進に関する政務会合」要項 (

◎新成長戦略実現会議分科会として位置づけるかどうかが整理されるまでは、当

'面、以下の取扱いとする。

1.趣旨 ロロ的

文部科学省・厚生労働省 日経済産業省の連携により、メディカル・イノベー

ションが推進されるよう、3省の政務クラスにおいて、恒常的に、進捗状況の

管理、方向性等に関する議論・意見交換、情報の共有化などを行うことを目的

とする。              '

2.司会進行

文部科学省 二厚生労働省 日経済産業省の政務クラスが持ち回りで担当する。

3.庶務

文部科学省 口厚生労働省 日経済産業省の 3省が、内閣官房副長官補室及び国

家戦略室の助けを得て、共同で庶務を処理する。

4.頻度、時間

月に 1回、 1時間程度を目安とし、状況に応じて柔軟に設定する。

5口 公開性

開催の貼りだしを行い、冒頭公開 (カ メラ撮り可)と し、事後レクを行う。



の 日
=21の

面の政 応による押し上げ

健康 (医療・介護)

□ 医療の実用化促進のための医療機関の選定制度等

□ 国際医療交流(外国人患者の受入れ)

圃「固定価格買取制度」の導入等による再生可能
エネルギーロ急拡大

日「環境未来都市」構想

□ 森林・林業再生プラン

■「総合特区制度」の創設と徹底したオープンスカイの推進等

■「訪日外国人3,000万人プログラム」と「休暇取得の分散化」

■ 中古住宅ロリフォーム市場の倍増等

■公共施設の民間開放と民間資金活用事業

供給面の政策対応による押し上げ

資料2

■ パッケージ型インフラ海外展開

■ 法人実効税率引き下げとアジア拠点化の推進等

■ グローパル人材の育成と高度人材の受入れ拡大

幼保一体化等
「キヤリア段位」制度とパーソナルロサポート制度の導入

新しい公共                 飾

●

●

●

⑬「リーデイング大学院」構想等による国際競争力強化と

人材育成

③ 情報通信技術の利活用の促進

③ 研究開発投資の充実

金融

崎 総合的な取引所(証券・金融・商品)の創設を推進



I健 康大国戦略 1新成長戦略 (平成22年 6月 18日 閣議決定)より抜粋 |
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早期実施事項
(2010年度に実施する事項)

2011年度に

実施すべき事項

2013年度までに

実施すべき事項

※診療報酬・介護報酬の同時改定 (2012年度 )

たな医療計画の策定(2012年 度 )

1 0ECD平均並み実働医師数の確保

24時間地域巡回型訪問サービス、レスパイト

ケア(家族の介護負担軽減)拡充の本格実施

2020年までに

実現すべき成果目標

医療の市場規模
59兆円

介護の市場規模
19兆円

新規雇用 201万人

平均在院日数 (19日 )の

縮減=国民のQOL向上、

職場ヨ家庭への早期復帰

実現

医療・介護分野のセーフ

ティネット充実による将来

不安の緩和により、「貯蓄
から消費へ」の拡大

医療・介護サービスの基盤強化、高齢著の安心な暮らしの実現
l 

※新たな介護保険事業計画の策定(2011年度)
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公的保険サービスを補完し、利用者の多様なニーズに応える介護保険外サービスの利用促

進策(地域における提供促進体制の構築強化を含む。)の検討・実施
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医療提供体制 (マンパワーを含む。)に

関する今後の需要予測を踏まえたグラ

ンドデザインの策定

・4疾病5事業の医療連携体制の構築強化
・国民に対する「病院機能の見える化」強化

遠隔医療の適切な普及のための 現

行規制の解釈・要件明確化(2010年度措

置、以後継続的に検討・措置 )

・ニーズを踏まえた遠隔医療の拡大に向けた法令等の見直し
・診療報酬の活用その他のインセンティブについて検討・結論

(いずれも2012年度までに)

:

介護サービス提供体制 (マンパワーを含

む。)に関する今後の需要予測を踏まえ

たグランドデザインの策定

介護基盤の整備 (2009～ 11年度末までの

合計で16万床整備 )

定期借地権を活用した介護施設等への未利用国有地の貸付等(2010年度運用開始)

・特別養護老人ホームヘの社会  医

療法人の参入 (結論 )、 公益性 等を

踏まえた運営主体規制の見直し(検討

開始 )

・いわゆる施設サービス等の供給 総

情報通信技術の活用等の効果を踏まえた

効率的事業運営や人的資源有効活用を促

す規制改革の検討・結論 :訪間介護事

業所におけるサービス提供責任者配置基

準 等

鶴

ロ                          ロ



Ⅱ 健康大国戦略 1新成長戦略 (平成22年6月 18日 閣議決定)より抜粋 |

早期実施事項
(2010年度に実施する事項)

:

:

l

2.医療・介護と連携した健康関連サービス産業の成長促進と雇用の創出

l

:

l

l

l

l

2011年度に

実施すべき事項

・医療・介護と生活との関わりを支援する健

康関連サービス事業者の品質基準の整備
・医行為グレーゾーンの整理“明確化
・医療・介護・健康関連サービス事業者間の

連携標準約款の策定
(いずれも継続的に2010年度から措置)

2013年度までに

実施すべき事項

「(新 )健康日本21」 策定(2012年 度まで

に)、 その取組の推進

保険者による健康づくりを促進させるイ
ンセンティブ制度の設計・導入

2020年までに

実現すべき成果目標

健康関連サービス産業(※ )

と雇用の創出
市場規模  25兆円
新規雇用  80万人

生活習慣病の大幅改善
(参考)全死亡者数の6割、国民医療費の3割

(約11兆円)を生活習慣病で費消

健康寿命の延伸
(参考値)健康寿命 :男性73歳・女性78歳

一WH02010(平成19年値)

※「新しい公共Jや民間事業者による健康・

生活支援サービス(疾病予防・疾病管理
サービス、配食、移動Ⅲ移送、健康食品、健
康機器、健康リテラシー教育、慮し、温泉
指導、フィットネス、バイタルセンサー配備
等の住宅サービス等)

多様な事業者のシームレスな連携を前提とした医療・介護・健康に係る個人情報の取扱ルー

ルの策定、情報システムの標準化・互換性確保

■守甲率1■策 r■弯箸撃諄
=鸞
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医療・介護と関わる生活を支援する事

業者を中心としたコンソーシアムの形成

先進的な取組を踏まえた地域の健康づく

り成功モデルの追求、展開促進

研究者・民間事業者等による国保有の

レセプトデータ等の利活用に関するルー

ルの整備

データ利活用の申請受付の

開始(2oll年度早期 )

国民の健康な生活を支えるサービス提供人材

(健康リテラシー向上や医療等情報システムを担う人材を含む。)の強化・育成

3_新たな医療技術の研究開発口実用化促
卜

パ
~~~~~~~~~一 ― 一― ― 一 一 ――

1雰甥認了蹴猾鴨算
i マの設定

r・再生医療に関する前臨床―臨床研究
1事業の一元的な公募審査
・再生医療の臨床研究から実用化への

切れ目ない移行を可能とする制度的枠

t組みの検討

ヽ :

:

:

l

l

L鞭轟輝難曇雖姿銘凛難謀
:

革新的新薬口医療機器、
再生医療、生活支援ロ

ボットの開発口実用化

経済波及効果1.7兆円
新規雇用3万人

コンソーシアムの創設と研究支援
人材配置口研究費の重点配分・先

進医療等の規制緩和

は
ト

1 基盤技術開発や人材育成等によるパイ

l   オベンチヤー支援の検討開始

高齢者用パーソナルモビリティ(個人用

移動装置)の公道使用の検討開始

バイオベンチヤー支援拠点枠組み形成、基

盤技術開発、環境整備
辞
乃
や. 

綸畠喚翁

ンチヤー支援拠点の整備、基盤技

開発状況に応じた個別の安全基準及び認

証体系・インフラの整備、普及策の実施

:

l

:

ロ



Ⅱ 健康大国戦略 1新成長戦略 (平成22年 6月 18日 閣議決定)より抜粋 |
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早期実施事項
(2010年度に実施する事項)

4_ドラッグ・ラグ、デバイス・ラグの解消

未承認薬・機器を提供する医療機関の

選定とネットワーク化

2011年度に

実施すべき事項

:

l

:

i

:

医療機器の開発・製造に係る法的論点の整理と解決

2013年度までに

実施すべき事項

2020年までに

実現すべき成果目標

ドラッグラグ、デバイ
スラグの解消

:

l

l

ｒ‐ム〉Ｊ勢コ‐

「治験活性化5ヵ年計画」の評価

未承認医療機器の臨床研究に係る薬 蜃
事法適用範囲の明確化

医療データ活用のための個人情報の保
護に関する指針の整備

5.医療の国際化推進

・いわゆる「医療滞在ビザ」の設置 (査証・在

留資格対応)

・外国人医師・看護師による国内診療等の

規制緩和の検討

・外国人患者受入れ推進体制 (プロモーショ

ンを含む。)の検討

・医療言語人材の育成

。既存データベースの活用
熱鍮議 。大規模医療情報データベースの構築・
‐ l t医薬品等安全対策への活用

革新的医薬品・医療機器を評価するため

の償還価格制度の見直し検討
i轟 償還価格制度の見直し

:

:

「国際医療交流J

2012年度から本格受入

れ開始

・外国人医師・看護師による国内診療等の規制

緩和の実施

・外国人患者受入れ推進体制 (プロモーション

を含む。)の整備

・外国人患者受入れに資する医療機関認証制

度の整備

・医療機関のネットワーク化

日本の高度医療及び

健診に対するアジア

トップ水準の評価 E地位
の獲得

先進医療の評価・確認手続の簡

素化

早期臨床試験の強化やグローバル臨床研
究拠点の整備を含む「ポスト治験活性化5 新治験活性化計画の実施

・医薬品医療機器総合機構の人員増強、
アカデミア・企業等との人材交流

・臨床評価ガイドライン等の各種ガイドラ
インの策定

・アジア各国の審査機関への技術協力の

検討

「日本発シーズの実用化に向けた薬事戦

略相談 (仮称 )」の創設

米国並みの審査期間(医薬12ヶ 月、機器14ヶ 月)

海外医療機

関との連携推

進

国際医療交流のための
・規制緩和の実施
・推進体制及び認証制度の整備
・医療機関のネットワーク化

国際医療交流 (外国人患者受入

れ)のための
・規制緩和の検討・実施
・推進体制・認証制度創設の検討



メディカル・イノベ…ション関連予算(1)<文部科学省>國
メディカル・イノベーションを担う国立大学附属病院の教育研究の充実強化
ん「元気な日本復活特別枠」で日立大学病院を元気に～平成23年度概算要求額(要望額):100億円

【研究機能の充実】                        。
先進医療や治験、医療機器の開発など、新たな医療への展開に向けて積極的な取組みを行うなど、

メディカルロイノヘ
゛
―ションの下支えとなる国立大学附属病院の研究機能の向上を図る。

く支援例>

先進医療や医師主導の治験など、テ
゛
ハ
゛
イスラク

゛
や卜

゛
ラックラク

゛
の改善を図るため、臨床研究センターの~塾

壺整ヨ塾Lに墨豊丘上二重圭三生豊匙図■屋Ш豆聾するとともに、研究開発環境の整備を図る。̀
【教育機能の充実】

医学部における地域枠の設定や初期研修医の確保充実など、医師不足対策の課題に積極的な取組

みをしている国立大学附属病院に対し、教育機能の向上を図る。

高度医療人材の養成と大学病院の機能強化          平成23年度概算要求額:34.2億円

大学病院において、がん等の専門医養成を行うとともに、コメディカル職員の能力向上による医師の勤務環境の改善を目り、

。臨床研究を推進する。

◆がんプロフェッショナル養威プラン                                    (19.5億 円)

がん医療にかかる幅広い知識や高度な技術を有する、放射線療法や化学療法等のがんを専門的に担う医療人養成を行う
大学の取組を支援する。 18件〔継続分〕

◆専門的看護師・薬剤師等医療人材養成事業 【新規】                         (0.8億 円)

医師不足や医療の高度化を背景に、医療の効果的、効率的な提供を目的とするチーム医療の推進が課題であり、チーム
医療の推進に資する高度な看護師口薬剤師等の養成を行う大学の取組を支援する。 6件〔新規分〕

◆大学病院間の相互連携による優れた専門医等の養威                          (12.5億 円)

複数の大学病院がそれぞれの得意分野を活かしながら、連携して若手医師の教育・研修を行うことにより、高度な治療が
できる医師を育て、国民に質の高い医療を提供する。また、地域の医師不足対策にも貢献する。 21件〔継続分〕

◆チ…ム医療推進のための大学病院職員の人材養威システムの確立 【新規】                 (1.4億 円)

医師の過酷な業務負担の軽減や医療職種間の役割分担ロチーム医療の推進|ま喫緊の課題。そのため、各種技師(士)等の
専門能力の向上を図ることにより国民に安心 ,安全な医療を提供する。 7件〔新規分〕



メディカル・イノベーション関連予算(2)

健康社会と成長を実現するライフ・イノベーション加速計画
平成23年度概算要求額 (要望額):113億円

我が国が強みを有する社会的ニーズの強い分野を加速し、難病・疾患の克服により健康社会を実現するとともに、

世界の医薬品・医療機器市場を獲得し、成長を実現

◆再生医療の実現                               (50億 円)

iPS細胞等幹細胞を用いた研究開発について、厚生労働省との協働により、基礎研究の成果をもと

に、前臨床・臨床研究までのT貫した支援を実施し、早期の再生医療の実現を図る。また、再生医療

実現の鍵となる技術体系をネットワーク型で創出する。

◆次世代がん医療の実現                             (38億 円)

革新的な基礎研究成果を戦略的に育成し、臨床応用を目指した研究を加速する。

◆心の健康のための精神・神経疾患の克服                     (20億 円)

精神・神経疾患の発生の仕組みを究明し早期診断を実現、診断中治療の開発につなげる。

◆免疫・アレルギー疾患の克服(花粉症)                       (5億 円)

花粉症ワクチンについて、安全性・有効性等の課題を解決し、ワクチンを実用化に結びつける。

ライフサイエンス分野における研究成果の実用化促進(「明日に架ける橋」プロジエクトの―部)

平成23年度概算要求額(要望額 ):30億円

◆ライフ分野の実用化・事業化の支援 0加速 (30億円)

実用化までに特に長期間かつ複雑な手続きが必要なライフ分野の有望な研究成果の実用化・事業

化を支援する。

◆関係投資機関と連携した実用化研究支援 (90億円の内数※)

研究初期段階から、関係投資機関が参画し、事業化に向けた助言等を行い、審査等を踏まえ

投資を実施する。マッチングフアンド等により、民間資金を活用し、出口を見据えた実用化研究支援を

実施する。

=め
、合計に含めていない。



資料4

平成 23年度概算要求関連事項 説明資料

「元気な日本復活特別枠」の要望について

平成 22年 9月 10日

厚生労働省



・ 革新的な医療の実現に資するため、難病やがん、肝炎、精神疾

患など、社会的影響が大きい疾病の原因解明や診断法・治療法
・予防法の開発、再生医療技術の臨床実現化のための研究等を

推進する。

「
2:日 本発のがんワクチン療法 によう専務 E9かん治環の開発 |

t事業                      j
・ がん患者が仕事とがん治療を両立できるような日常生活の質の

向上のため、日本発のがんワクチン療法の実用化に向けた大規

模臨床開発研究を強力に推進する。

福祉用具・介護ロボット実用化の支援事業

・ 福祉用具や介護ロボット等の実用化を支援するため、試作段階
にある当該機器等に対する臨床的評価及び介護保険施設等に

おけるモニター調査(20件の機器を目処)の議会を提供する。

5,日 本発シーズの実用化に向けた医薬品・

医療機器に関する薬事戦略の相談事業

。日本発シーズ(医薬品・医療機器の候補となる物質
等)の実用化のため、産学官一体となつた取組を進め

、大学・ベンチャー等における医薬品・医療機器候補
選定の最終段階から治験に至るまでに必要な試験 0

治験計画策定等に関する薬事戦略相談を実施する。

6.医療情報データベース基盤の整備事業

・ 医薬品等の安全対策を推進するため、全国の大学病
院等5カ所において、電子カルテ等のデータを活用し
た医療情報データベースを構築し、1,000万人規模の
データ収集を行う。

|フ .

3.世界に先駆けた 薬・医療機器創出のための 試験拠点の整備事業

有機的

連携

。日本発の革新的な医薬品・医療機器を創出するため、世界に先駆けてヒHこ初めて新規薬物・機器を投与・使用する臨床

試験等の実施拠点となる医療機関の人材確保、診断機器等の整備、運営に必要な経費について財政支援を行う。

4.先端医療技術等の開発・研究の推進事業(国立高度専門医療研究センター)

・ 独立行政法人国立高度専門医療研究センターの豊富な症例数、専門性などの特性を活かし、日本発の革新的な医薬品・

医療技術の開発に資するため、研究の基礎となるパイオリソースを蓄積し、医薬品・医療機器の開発を行うとともに、研究

成果の迅速な実用化を図るための知的財産管理の体制整備を行う。

!臨 凛 Ⅲ 麟

…



○ 難病、_がん等の疾患分野の医療の実用化の研究等を効果的に推進し、健康寿金二延住上

1.難病、がん、肝炎等の疾患の克服 2。 がん治療研究の推進

βお薙病 (薙冶籠涙悪
'の

夏版               ｀

|〔 現状認識と課題】
,等くの苺#治・II疾員各 に々、診断基準、治療法の確立等を目3勺に研究を着実に実施

【課題解決の取組】
○次世代遺伝子解析装置利用による疾患遺伝子等の同定
・患者等の協力を得て、神経難病 (ハ

tキンソン病など)等の原因を遺 伝子レベルで解
明し 特定の疾患の罹りやすさ及び薬斉りの効勲 どの遺伝子的な要因の事前把握

r☆ 肝炎の克服
|【 現状認識と課題】

|・ ウイルス性肝炎は国内最大級の感染症であり 放置することで肝硬変や肝かんと

卜__=些轡 年疾病(1準行。
【課題解決の取組】
○総合8t慮肝炎対策研究
・平成″年1月に施行された肝炎対策基本法の趣旨を踏まえ、肝炎対策を総合的に
推進するための基盤となる行政的慮研究を推進

寝¬面 雇百万扇 万石爾「手酪藤i醐 順
【現状認言哉と:果 題】

・臨床ネットワークの構築、医療と地域生活の支援の融合か重要。
〔課題解決の取組】
○地域精神科モテル医療センターの構築
.1関f臨昼研究α筐進及びFxlfr本 材の育逮

=援
を図う,_

☆ 再生医療の臨床実現化の加速
【現状認識と課題】

・前臨床研究から臨床研究まで一郎 た推進体制の欠ク0。

【課題解決の取組】
○再生医療の臨床実現化のハイウェイ
。お 細胞、ES細胞を用いての、世界に先駆けた再生医療技術創出のための臨床
研究を行い得る医療機関に対し 具体白竹 プロジェクトによる基盤整備を実施。開
発環境の力0速的慮構築を図る。

【現状認識と課題〕
・かんは国民最大の死亡原因であり 今後更に増力0。

【課題解決の取組】
0かんワクチンの開発など新たな診断・治療技術の確立

、
・国際8〕こ先進性や革新性を持つ技術について 新たに研究推進    ノ

3.新薬・医療機器の創出

一

r【現状認識と課題】

1彗雀野菫肇涌墓彗孤電鳥暑薫薫
=顧
経医

薬品。医療機器の有効11や安
全性を早期・探索的に評価する研究を推進

【現状認識と課題】
・各センターの特徴を生かした研究事業
・ハイオリソースの蓄積。ネットワーク化等による研究のけ人′引

【課題解決の取組】
○各センターの特徴を生かした研究の実施

【現 1犬 認識と課題】
・要介護高齢者の増力0や介護期間の長期化

【課題解決の取組】
0福祉用具。介護ロポット実用化支援
。試作段階にある当:亥 機器等に対する臨床8句評価及び介護保険施設等に

おけるモニター調査等の機会を提供する

4.先端医療技術等の創出

7.福祉用具・介護ロボットの実用化



研究プロジェクト等
(臨床試験を実施 )

有望なシーズを

速やかに臨床試験ヘ

戦略

相談

早期・探索的臨床試験拠点

○特定分野ごとに拠点のインフラを整

備
・企画、立案、評価のための人件費
口設備整備費
自新規薬物等の品質確保費用
自動物実験費用     等

○臨床試験に必要な費用
・治験薬の製造
・データモニタリング業務
ロデータ管理業務  等

実施

。ndal

||テ ▼ ▼

○シーズ発見後の大学・

ベンチャー等における実用

化に向けたPMDAの相談

○医薬品等の安全対策を目的

とした医療情報データベース
本

医
に
革

器

界

の
機

選

畷

早期臨床試験



課題解決型医療機器の開発・改良に向けた病院・企業間の連携支援事業
平成23年度要望額30億円(3カ年事業)      <経 済席業省

資料5

我が国の医療現場において開発0改良ニーズの高い医療機器・関連機器を対象とし、地域ものづくり企業や異業種企業等の産
業墨≧三医療現場や学会等との医工連携による開発0改良を推進(研究期間3年 )。

具体的には、                         
′

・文部科学省、厚生労働省との連携により、医療現場からのニーズが高く、課題解決に資する研究課題を選定する
ことで、事業性の高い研究開発を推進
0地域の特色ある中小ものづくり企業(切削、精密加工、コーティング等 )と、医療機器メーカー、医療機関・研究機関が連携した

医工連携による医療機器の開発・改良を実施.販路拡大については大企業とも連携
・薬事承認の迅速化等、実用化促進に向けた環境整備を一体的に推進
本事業により、我が国の優れた中小ものづくり技術を活用した課題解決型の医療機器等の実用化を促進することで、新成長戦

略に掲げる健康大回戦略の実現とともに、我が国ものづくり産業の持鏡的成長を図る。

各領域におけるニーズ洗い出し

選定 (事業性の判断 )

ル

一

・

‐

‐

ｉ

学会・

医療機関等

医療現場における医療機器の

改善・改良要求を医療機器
メーカーでの開発に反映

‥

‐

一

‥

一
一

‐

・

一一　
〓

産業界・中小企業・

地域クラスター等

医療機器製品化に係るリ
スクを低減

,            fカプθθθ億円、 物
"″

霜rプθθο億円、          rθ5θOス



今後の進め方 (論点メモ)

0 とりあげるテーマをどのあたりにするか。

例 1:新成長戦略策定時に議論された、「先端医療重点分野のコンソTシアム

形成」「ものづくり技術を活かした医療機器等の改良 F開発」「世界標

準医薬品等の患者への提供」

例2:平成23年度予算要望事項

例3:規制緩和等の トピック (今後出てくれば)

0 とりあげるテーマについては、おおまかでも進行予定表を作成すべきではな

い か 。

0 本会合での議論を効率的に進めるために、事務方での連携・連絡調整を頻繁

に行うべきではないか。

○ テーマによつては、現場関係者等からのヒアリングを行うべきではないか。



メディカル・イノベーション政務会合(第 1回 )

〔平成22年 9月 10日 (金)11:30～ 12:00〕

座  席  表
場所 :文部科学省3階「第2特別会議室」
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